
課税事業者 ○基本的視点の再チェック
免税事業者

○補助事業の内容および目的・効果

（目　的）

目　　的

（効　果）

・ 効 果

○財政的視点のチェック

○補助事業の収支状況　※上段:補助事業等に要する経費　[下段]:補助対象経費

☑ □

6,303

[1,800] [] [1,373] [874] [] 1 [4,048]

0

1,800 5,921

２ 補助金等の使途は適切である

0

[] [1,596] [845] []

0 3,001 845 0

4,164

[3,890]

1,800 9,670

計

1,800 6,676

[4,320]

2,296 6,303

[2,296] [345] [1,388] [] [20] [] [4,049]

406 3,412 80

６
自主財源の確保に努めている
（最低でも前年度の収入を確保している
か）

７ 経常経費の節減に努めているか

４
補助割合は，補助対象経費の１／２以内
である

５ 前年度繰越金は生じていないか

□

□

□

□

３ 積算基準は定められている

財　政　的　視　点 不適 不適の場合の理由と今後の対応について

１ 積算内訳は，前年踏襲となっていないか □

□

□

３
自主性（自主自立に向け努力してい
るか）

事業実施にあたっては，宣伝広報活動に力を
入れ，公演料や協賛金の確保と経費削減を図
るなど自助努力に努めている。

４
有効性（他の手法ではなく補助する
ことが，施策目的実現に最適か）

当団体は，過去に市に事務局があったが現在
の形態に至った経緯を踏まえると，補助する
ことが最適である。

１

公益性
（明確な公益性があるか）

当団体が実施する市民文化祭や市民文化交歓
のつどいなどは，広く市民が参加する事業で
あり，市民生活の向上に貢献している。

２
必要性（補助しなければならない事
業であるか）

市内の文化団体相互の連絡・調整を図るとともに，
様々な事業を通じて文化芸術活動の推進に努めてお
り，本市の社会教育行政にとって必要不可欠な活動で
あるため，補助する必要がある。

　①広く市民生活の向上に貢献
　　する事業

　②市民ニーズが高い事業

☑

□☑

□

☑

☑ □

□☑

□

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№２）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市文化団体協議会事業補助金

基　本　的　視　点 適 不適 説　　明

R7
(予算)

出
R6

(決算)

2,292

[2,300] [390] [1,735] [] [20] [10]

R4
(決算)

R5
(決算)

2,264 5,922

[2,264] [329] [1,707] [] [20] []

[4,455]

9,670

[2,292] [488] [3,171] [] [20] [] [5,971]

2,300 6,676

支
R3

(決算)

年　度 人件費 事務費 事業費
上部団体

雑費
負担金等

[2,277] [315] [1,278] [] [20]

2,277

[859] [] 1 [5,971]

[905] [] [1] [4,431][1,725]

905 0

[3,311]

[1,800] []

入
R6

(決算)

その他

収
R3

(決算)

1,800

[1,800]

0

0

R7
(予算)

[1,800] []

助成の根拠規定等 函館市補助金等交付規則
函館市生涯学習活動団体運営補助金要綱(条例・規則・要綱等)

内　　容

R5
(決算)

R4
(決算) [1,800] [] [1,699] [820] [] 0 [4,319]

1,800

5,646

[4,241]

3,628 874

3,301 820 0

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№１）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市文化団体協議会事業補助金
開　始

昭和３９年度

(単位：千円)

年　度
助　　成　　金

事業収入 会　費 繰越金 雑収入 計
市

団体等

の状況
函館市文化団体協議会

□

☑

年　度

　当該団体は，函館市内の文化団体３２団体(R6.10現在)の加盟からなり，文化団体
相互の連絡・調整を図り，市民文化の向上を図ることを目的として，市民文化祭や市
民文化交歓のつどい，表彰事業，広報誌の発行，ジョイントステージ，ジョイント
ギャラリー展等を実施している。

　市内の各文化団体の連絡調整ならびに各種文化芸術事業を実施することで，地域の
文化芸術の向上に寄与するため。

　函館市民文化祭やジョイントステージ等各種文化事業の開催や加盟する団体の活動
を通じて，市民が文化芸術に接する機会を提供するとともに，連合体として本市の文
化振興の一翼を担う存在としてその役割を果たしている。

団　体　名

480 3,636 100 150 10

109 0

0

0

1

1

1

0

348 3,091 125 94 0

0 7,010 859 0

0 3,970

予備費

[]

552 6,073 641 112 0

339 1,385 100 63



○補助効果の検証
（効果測定方法，具体的な数値等）

（達成状況）

（評　価） （理　由）

十分効果をあげている

 一定の効果をあげている

効果が疑問である

その他

○今後の方向性
（見直しの内容）

（見直しの時期）

（廃止の理由） （その他の内容）

（廃止の時期）

○終期の設定

□

□

□

☑

終期設定 □ 終期到来により廃止 次回チェック年度(予定)

  補 助 金 ・ 交 付 金  チ ェ ッ ク シ ー ト（№３）

補 助 金 名
（交付金名）

函館市文化団体協議会事業補助金

実績報告により事業内容が補助の目的・趣旨に合致しているか確認し，効果を測定する。

令和６年度は，市民文化祭，ジョイントステージ等の開催および加盟団体主催事業の共催・後援
を行った。また，小・中・高等学校に芸術家等が出向き，子どもたちに文化芸術のすばらしさや
楽しさを体感してもらうことを目的とした「文化芸術アウトリーチ事業」では，文化芸術に関す
る知識と専門性を備えていることで函館市から運営を委託され，年５０回，延べ２，７２２人
（令和６年度実績）の多くの児童生徒が受講した。

市民文化祭の開催等において多くの文化芸術団体の参
加と来場者があったことから，市民が文化芸術に触れ
る機会が提供され函館市の文化芸術の向上に貢献した
と考えられるため。

令和９年度 ☑ 終期到来時に再検討 令和９年度

現行のまま補助を継続
　当団体は，函館市内の文化団体相互の連絡・調整を図
るとともに，その健全な発展と市民文化の向上を図るこ
とを目的とし，市民文化祭や市民文化交歓のつどい,表
彰事業，広報誌の発行等，文化芸術活動の推進に努めて
おり，本市の社会教育行政にとって必要不可欠な活動で
あるため，現行のまま補助を継続する。

見直したうえで補助を継続

廃止

その他□

□

□

☑


